
社協だより
みんなの あ っ た か まちづくり

☎34-2130　HP http://www.ip.mirai.ne.jp/~ono-shakyo大野町社会福祉協議会

共同募金配分金事業（歳末たすけあい募金配分金事業）
高齢者交流事業「新春お弁当配達」を実施しました

　１月上旬に町内の６地区の公民館にて大野町
長、地域の区長代表、民生委員・児童委員、福
祉委員が集まり「新春お弁当配達」が実施され
ました。昨年から「新春ふれあい食事会」にお
いては、コロナ禍での開催方法を「新春お弁当
配達」という形で、より多くの高齢者の方にお
弁当を配達できるように実施しています。

▲民生委員・児童委員、福祉委員の自己紹介の様子

▲お弁当の蓋には、配達される民生委員・児童
委員、福祉委員の名前を記載できるようにし、
今後の交流のきっかけになるようにしました。

▲民生委員・児童委員、福祉委員の皆さんが、お弁当を配達し、受け取られた方は「美味しくいただきます」と笑顔を浮かべ喜ばれました。

問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０
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「社協だより」は、皆様からの会費と共同募金配分金等により作成されています。

共同募金配分金事業（歳末たすけあい募金配分金事業）
就労支援センターもみじの里　ふれあい交流会を開催しました

共同募金メニュー事業配分（安心・安全なまちづくり活動支援事業）

災害ボランティアセンター運営訓練を実施しました

　１月２１日（土）就労支援センターもみじの里にて、ミスベティの白川様と桑原様を講師にお招きし、「ワッ
フル・クレープづくり体験」を行いました。
　新型コロナウイルスの流行により、地域の方や利用者同士が交流をする機会が減少しているなかで、ワッ
フルやクレープを一緒に作り、一緒に食べることで笑顔も沢山見られ、交流を深めることができました。
　利用者の方からは、「みんなと食べると、やっぱり美味しいです」等の声が聞くことができました。今後
も感染対策を行いながら施設と地域との交流の機会を作り、安心して暮らすことのできる地域づくりを目指
していきます。

　１月２８日（土）町福祉センターにて、災害ボランティアセンター運営訓練を実施しました。南海トラフ
地震が発生し、家屋の倒壊等の大きな被害を受け、町よりセンターの設置が要請された想定で訓練を行いま
した。災害ボランティア登録者、大野町赤十字奉仕団、大垣青年会議所に参加いただき、被災者ニーズの聞
き取りや、ボランティアの受け入れなどを実践形式で行いました。災害発生時に、支援活動の拠点となるセ
ンターを円滑に運営するため、今後も体制の整備に力を入れて参ります。

▲作り方の説明を受けている様子

▲被災者ニーズ受付の様子

▲クレープづくりに挑戦

▲活動用資材の貸出手続きの様子

問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０
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善意のご寄付をいただきました
　令和４年１２月３日～令和５年１月１５日までに次のとおり
ご寄付をいただきました。（敬称略）
　寄付金は本会が行う社会福祉事業に活用させていただきま
す。また、いただきましたお米は、ニコちゃん弁当、子ども食
堂などの居場所、困窮世帯支援などに利用させていただきます。
　　○　匿　名　　　　　・・・・・　２０, ０００円
　　○　匿　名　　　　　・・・・・　２０, ０００円
　　○　いび川農業協同組合様・・・　３３, ０００円
　　〇　大野中学校昭和５０年度卒業生同窓会残金
　　　　　　代表 各務 美鶴 様・・・　４３, ５４５円
　　○　匿　名　　　　　・・・・・　お米６０ｋｇ
　　〇　匿　名　　　　　・・・・・　みかん１箱
※ 今回の寄付金で、ふれあいサロンなどにお貸しするための手

すりを購入しました。みかんは、高齢者交流事業でお配りし
ました。

【食料品の寄付をお願いします】
　「食品ロス」になってしまう食料品を寄付していただき、
子どもの居場所づくり活動や生活に困っている方に提供さ
せていただきます。
　お気軽に問い合わせください。

　フードバンク、子ども食堂に興味や関心があ
る方、ご利用をされたい方は、町社会福祉協議
会事務局までご連絡ください。
　開催日時や運営者の連絡先等をお知らせいた
します。

▲いび川農業協同組合様による寄付贈呈式の様子

問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０

皆さまより尊いご寄付をいただき、
心より感謝申し上げます。

問合せ・相談窓口  
社会福祉協議会　
☎ ３４-２１３０

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるお手伝い

日常生活自立支援事業

書類等預かりサービス
〈お預かりできる書類等〉
〇年金証書
〇預貯金の通帳
〇保険証書、権利証、契約書など
○実印、銀行印
※ 宝石や貴金属、骨董品などはお

預かりできません。

通帳・証書などの 
紛失を防止

金銭管理サービス
〇預貯金の出し入れ
〇 年金や福祉手当の受領に必要な

手続き
〇 税金や電気、ガス、水道などの

公共料金の支払い手続き
〇 その他金銭を要する手続き代行

金銭管理や 
支払い手続きの代行

福祉サービス利用援助
〇 利用の相談やサービスに関する

情報提供
〇利用申し込みに必要な手続き
〇 サービスの利用料を支払う手続き
〇 サービスの苦情を解決するため

の手続き

福祉サービスを 
安心してご利用いただける 

お手伝い

〔利用料金はいくら？〕

援助内容 利用料
・福祉サービス利用援助
・金銭管理サービス

１時間あたり　　　  １,０００円
（１時間を超えると３０分ごとに５００円加算）

・書類等預かりサービス １か月あたり　　　　　５００円

〔どんなお手伝いをしてくれるの？〕

　認知症高齢者の方や障がい等のため、ご自身一人で福祉サービスを利用するための手続きが難しい方に対し
て、福祉サービスに関する情報提供や利用手続き、利用料金の支払い等をお手伝いし、その生活を支援する事
業です。

〔どんな人が利用できるの？〕
　対象者は、認知症や知的障がい、精神障がいなどがあり、現在、福祉サービスの利用
が必要であるが、ご自分だけでは適切に福祉サービスを利用することが困難な方です。

？
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「社協だより」は、皆様からの会費と共同募金配分金等により作成されています。

令和５年度ボランティア活動保険のご案内

～令和５年度～
社協会費にご理解とご協力をお願いいたします

　大野町社会福祉協議会では、「町内の誰もが安心して生活ができる地域福祉づくり」を目指して地域福祉
活動に取り組んでいます。社協の事業は、住民の皆さまから寄せられた会費や寄付金、共同募金、行政から
の公費補助などによって支えられています。
　多様化する福祉ニーズに対し、住民一人一人が福祉の担い手として地域福祉活動を推進するため、住民の
皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　会費（年額）　
　◎一般会費（個人・世帯）・　　　　一口・・・・・　 ５００円（一口以上）
　◎賛助会費（団体・施設・企業等）　一口・・・・・５,０００円（一口以上）

　※一般会費は、各地区区長様を通じてお願いをさせていただきます。
　※ 賛助会費は、７月から各事業所様宛に、お願いのご案内を送付させていただきますの

でよろしくお願いいたします。

　ボランティア活動保険とは、安心してボランティア活動に取り組めるように、様々な事故やケガ、損
害賠償責任などについて補償する保険です。対象となるボランティア活動は、下記のとおりです。

【対　　象】
　①ボランティアグループの会則に則り、企画・立案された活動
　②社会福祉協議会に届け出された活動
　③社会福祉協議会に委嘱された活動

【補償期間】
　加入手続きをした翌日～令和６年３月３１日まで。
　※３月中にお申込みいただくと令和５年４月１日より１年間補償されます。

【補償内容】
　※ 令和５年度「ボランティア活動保険」では、従来のプランに「特定感染症重点プラン」が加わって

います。
 申込・問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４－２１３０

「まちｃａｆｅ」開催のお知らせ
　誰でも気軽に立ち寄り、お茶を飲みながらホッとする場、人と会話し、お互いに見守り支えあう場として
の「まちｃａｆｅ」を町内２カ所で開催しています。ぜひ、お立ち寄りください。

３月
２日 ９日 １６日 ２３日

平和堂 わっか 平和堂 わっか

４月
６日 １３日 ２０日 ２７日

平和堂 平和堂 平和堂 平和堂
※新型コロナウイルスの影響により、中止する場合があります。

 【まちｃａｆｅではボランティアを募集しています】	  
　人と関わることが好きな方、おいしいコーヒーを提供し、利用者さんとの会話を楽しみませんか？　
興味のある方はお尋ねください。

 問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０

【場所・時間】
平和堂…大野店１階 ふれあい通り　    １０：００～１５：００
わっか…大野のわっか（大野小南側）　１０：００～１２：００

【参加費】１００円（飲み物、お菓子付き）
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